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わが国地域開発政策の一試論

I

藤 枝 人

過-お 4 半世紀にわたってくりひろげられ’ 華々しく展開されてきたわがfflの地域開発政策は，い 

まやようやく重大な岐路に直面したように思われる。日本経済の尚度成長政策は， いわゆるGNP 

第一主義を維持継続してきたことによって，世界にも希な発展をとげてきたのは周知のことである。

しかしわが国経済の成長発展にともなって，最近では加速度的に深刻の度合いを増してきた公言 

問題や環境破壊現象の脅威は，全国の各地に激しい地域開発の拒否反応や活発な反対運動をまき起 

してきた。

戦後のわが国の経済政策がこれらの譜問题にどのように対処してきたか，経済発展と地域社会と 

をどめように調和させてきたか，は単なる抽象的一般的対策では解明できないのであり’より具体 

的に個々の事例に即して明らかにされなければならないでちろう。

この小諭では，以上のような問題意識に立脚しながら，わが国の地域開発政策の問題点を検討す

る。

〔1 〕 わが国における地域開発め沿革

戦後のわが国における地域開発は敗戦とともに始っでいるか，概して昭和2 0 年代は経済復興をし 

重点を置いてきた。この期間のま要な施策は資源の開発にちったとみることかできる。それは昭和 

25年に制定された「国土総合開発法」（国総法という）に代まされる政策姿勢にきわめて鮮明に示さ

れていた。 •

国総法は r国土を総合的に利用，開発，保全し産業立地め適正化をはかり，もわせて社会あ1'|祉 

の向上に資することを目的」として，その開発計画は，（り全国総合開発計画，（2)都府県総合開発評 

画，{3)地方総合開発計画，（4)特定地贼総合開発計画に細分化して実施されることにちった。なかで 

も特定の地域のみを対象とする河川の総合開発を目的とじた特定地域総合開発言十画が中心をなす 

というのが当初の意121であり，それは台風の被害を防ぐ抜本的対策と，電源開発を含む大規模かつ 

総合的開発を推進することでありすこ。そこではアメリカのT V A 方式かこめ総合開発の範とされて
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、た。

しかし，これらの開発計画は必ずしも理想通りに進されたのではなかった。各種の開発計画の 

和互関速が不明確であることなどゆ，計画ff;.成過輕における複雑な事情を反映するものでもった 

ついで， 昭和3 0 年代は従来の資源開発型から，工業化を意図した地域開発が主題となった。そ 

のうち3 0 年代Hり半は，既成工業地帯の整備に重点が置かれてきたが， 3 5 年末に政府が発ました 

「国民所得倍増計画J を契機として， 新たに重化学工業基地の建設が必要となってきた。これは大 

都市圏とその周辺，部を中心とした工場の建設にあるのではなく，産業の地方への分散をより積極的 

に進め，全国各地へ産業を號散することによって，地方からの地域格差是正への要請に答える，い 

わゆる拠,け、ら3発方式を基本方針としていた。このなかから生まれたものが新産業都市梅想であり， 

その具体化のための全国総合開発計画（旧全総という）が 3 7 年に打ち出された。この旧全総は十分な 

効果をらわさずに終ってしまった。その原因としては，全国を過密，整備j 開発の3 地域に分け 

て開発方針を明らかにしたにも拘らず，実効評画に乏しく , 計画の非現資性が露呈されたことにあ 

っ た。 ■

3 0 ギ代のわか国経済の筒度成長も4 0 年代に入って，その様想を変えてきた。国内経资の整傭か

ら輸出志向型に重点が移っていった。この結梁，工業生産では米国とソ連に次いで世界第3 位の地

位にまで躍進していったが，高度経済成長の歪みといわれた生活関連あるいは福祉関連面でのた ち

おくれか目立つようになってきた。地城経済開発面からみると，これが新たな過密過棘問題を生み 

出した。

旧全総でも過密問題は中心課題とされていたが，工業化の進展にともなって東京都ゃ大阪市など 

工業都市への人口集中はますます激しさを加え，これら地域とその周边部の地価の急騰，宅地や公 

共用地の取得に困難をきたし，人口急墙にともなう地方lai治体の財政の窮迫など，新しい都市問題 

の発生をもたらした。

しのような新たな問題の解決に対して，従来の政府の施策はどれだけの効果をあげたであろう力、。 

たとえば’ 都ホ,tI•画法の改正（43年）は市街化区域と，市#;H匕調整区域の設定による都市の健全な 

発展と跌序もる整備を目的としていたが，大都市近郊でのスプロールによる混乱状態の解'かづに'，必 

ずしも实効ちったとはいえないと思われる。

これに対して政府は，44年に新全国総合開発計画（新全総という）を策定して对爐した。新全総の 

特徴は概Wfiつぎの通りである。

過密，過棘問題に対勉するには従来のような短期的な性格から6 0 年を標ギ次とする 2 0 年問に 

およぶお:期偶想を基本とし，大規模工業開発プロジ;Cクトを主な植としたものである。この開発構

注（1 ) 経济企⑩]庁 f全国総合(]}说 gH ijijj (昭和37印)。

( 2 ) ぽ济企画/ }，r新全151総合[)腿針回 j j  ( I聯 14怖 ) ,
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わが国地域開発政策の一試論

想を実現するには，日本列鳥を高速高能率の流通技術による新しいネットワーク，すなわち航空機， 

新幹線，高速道路，データ通信’ 電話の自動化，高速コンテナー船，などを建設し，これらの中枢 

管理機能の拠点都市として？力所を整備し, それらを中心とする7 大都市圏を形成する必要が力説

された。

ネこでは工業生産は大幅に拡大され，それに必要な工業用地は4 0 年のわが国工業用地の約3 倍 

に あ た る 約 2 0 万へクタ一ルが予定され， その半分は臨海部に大規模エま基地として造成され， 

その他の部分は都市における工業用地として内陸部に造成することが示されていた：

★ 規模工業並地の候補地域となっていたのは，苦小枚東部，十勝臨海，むつ小川原，秋田湾，福 

井新港，束ニ河，中南勢’ 徳島臨海，周防灘，志布志湾などの場所でもる。

新全総は，たんに工業開発だけを計画したのではなく，農寧の近代化，環境保全，魅力のある)ム 

域生活圏，過密地域の防災•や再開発などの多面的な構想も描いているか，これらの地域を大規模丄 

業莲地として開発することに重点がおかれているということができる。

しかしこのような政府の基本方針は公言，環境問題に対する地域住民の不安と恐怖から，大規 

模工業開発の拠点とされた志布志湾や，むつ小川原などに激しい反対運動をまき起す結果となった。

公ま問題はすでに 3 0 年代から徐々にではあるが意識されてきたが，生産第一主義の路線を進 

む日本経済にあっては，深刻に受けとられてこなかった。これに対する政府の施策はきわめて消極 

:的であったとい免よう。

ところが4 0 年代になると， 公言，環境破壊問題がクローズアップするぎ態になった。4 0 年の不

況を乗り越えたわが国経済は, 3 0 年代に勝る勢いで成長し続けるなかで，工業開発や大都市への人

ロ集ホ，モータリゼーションの進行などによって，公害のもたらす被害は顕著なものとなり,地域

住民の反対運動も一段と激しさを増してくるようになった。そこへさらに，悲惨な公言病の実態が

明らかになり，いわゆる4 大公害訴説といわれた栽判において，被言者（，原告側）の全而的勝利に撒

，しナ，ことは政府や企業の姿勢に転換が必要であることを明確に示す結果となった®

このような新たなる事態に直面して，政麻は4 2 年に公害対策基本法を制定し，各種の立法措置

を行ない，4 6 年には環境庁の設置，4 ? 年には自然環境保全法の制定をみた。

こうして新全德による地域開発構想は，公害防止，環境保全対策を必要条件とする，新しい対処
(3)

を迫られているのが現’状である。 . ‘

わが国の地城開発のなかでも典壁的な事例として，岡山県水島地域と茨城県鹿墙地域の工業開発 

があげられよう。水岛地域は新産都市構想の優等生といわれ，旧全総にもとづく拠点開発方式の 

表例として注0 されてきた。

注（3) I聯 卿 ぐ 1に政府は新全総の総点谈を肌議決定した。その'I赚则は，①経済計画との調整，②I ■ 環境の保全， 
③巨大都Tif,④:じ榮並地，⑤廣林水鹿. ⑥地カ都市，⑦士地問題，⑧国士紘合13硫法の改正，の8 则 i でもる。
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また，鹿島地域も水鳥地域と同様抛点開発方式の代まが勺車例と考えられてきたが，水鳥地城を含 

めて従来の工業発が主に海I®埋立による工業用地造成という性格をもっていたのに対して，游島

地域の開発は既存土地，とくに農地の買収による用地造成という特徴をもっところに，大きな違い 

があった。それ故に用地取得の困難性を回避する方式として，いわゆる「農工両( I L が提唱された。.

し力、しな力; ら，水鳥，鹿島両地域の経済開発においては，結果的に公言防止，生活環境保全など 

の住民の生活条件が維持されなかったことが明らかとなっており，これらの地域開発行政の不完全 

さが，ザ全総による最初の工業開発といわれたrむつ,，小川原j 「志布志湾」地域の開発に対する， 

多くの住民の反対運動を引き起したとみることができよう。

これらの地域開発にあらわれていを詣問題については，すでに多くの論者’によって指摘されてき
(5 )

たので，ここでは割愛することにしよう。

ところで，新全総にもとづいて着実に推進されつつあるものに"̂ ^小牧東部開発計画がある。

この開発計画は，北泡道の経済開発の拠点にするべく，早くから準俯されてきたものである。筆 

者は数回にわたって現地を視察するとともに，関係者に面談し調查する機会を得た。

この苦小牧東部地域の開堯は，従来の地域開発と異なって，いわゆる「苦小牧方式J を実現する 

ことができたといわれている。そこでつぎに，それらの美態を把握し今後わが国で行なわれるべ 

き地域開発はどうなければならないかを，この事例を検討■しながら考えてみたい。

〔2 〕 苦小牧東部開発計画

北海道の開発は，古く明治2 年以来，© が独自の体制のもとに進められてきた。これは終戦によ 

る一時的な中断はあったものの，現在まで一貫してとられてき•こ。 昭和2 5 年に制定された北海道 

法，これにもとづいて設置された北海道開発庁は，北海道の開発行政における政府の基本的姿 

勢を位置づけたものである。このような体制のもとに第1 期 （27年~ 3マ年) ，第 2 期 （38年〜45年）0> 

北海道総合開発計旧が実施され，道路，港湾などの産業基盤の‘整備が推進され, 他地城に対して相: 

対的に立ちおくれていた社会生ぽ旌盤の充卖がはかられた。

第 3 期北海道総合開拓計画は， それまでの開発の成果をふまえて， 4 6 年から5 5 年までの1 0 力 

印‘計画として策定されたが，これは新全総の基本方針を具体化した性格のものであった。新全総が-, 

効率的な国士開発を目的とし，そのために臣大な工業開発，とくに巨大コンピナ一 トを基軸にして

注（4 ) エ鄉H発のために移が必期になる化家は，宅地，農地などが全部買収されるのではなく，4 割の贊収に対して0 割 

の代任地が与.えられ，この代# 地において傻業経常ができるよう，農猿対娘?!?業を推進することによって，農菜と：！:学 

が調和を維持することをfJO :両全J とよんだ。

《5 ) 化藤竺編署％ 域Dfj発 ‘ 公害への舰 ;J m m m 昭和4 9イト，村u i喜代治 . 沾水嘉治編箸r新しい地域[??燒を求め . 
て」（迷:第能率短大〉昭和4 9 年。 '
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わが国地跋開発政策の一試論

いることは前述したが，その北海道版がこの糖3 娜 H発計画であった。 

そして4 6 年 1 0 月に !̂̂ 小牧東部開発計画のマスタープランが発まされた。

(6 )

(1) マス夕一プランの概要

北海道庁は，国の施策にもとづいてこの‘小牧煎ザ地域の開発を積極的に推進するために，副知 

ポT-を中心として， すでに4 4 年から開発計画の立案にあたっており，開発用地の先行取得も同年か

ら開始していた。 '

用地買収の对象面積は8, 8 8 8 ヘクタールが予定されており， そのうち4 7 年度までに 6, 4 5 1 へク 

タールの買収が完了するまでになった。これによって民有地の買収対象面積の9 4 % か實収された。

この北海道庁の用地先行取得は，他の大規模工業S 地の開発が困難に直面した事態とはきわだった

対照をなしている点は注目されよう。

マスタープランは，苦小牧東部大規模工業基地開発の意義についてつぎのように明示している。

「苦小牧東部地区は広大な用地，豊富な用水に恵まれ，すぐれた交通条件と各種機能の渠積をも

つ道也域に位置し，さらに用地の先行取得が進められているなど，今後のわか国における大規模

な工業生まの展開の場として，もっとも早期にその開発を期待しうる地区であり，この大規模工業

基地の開発は，北海道の飛躍的発展を先導するとともに,’工業生産の地域的偏在を是正する国土利

用の抜本的巧編成とわが国経済の新たな発展に横極的に寄与する国家的プロジ"^クトでもる。J

開発が予定されているぜ小牧東部地区は， 小牧市の東側に位置し，男払原勁を中心とする約1

万へクタールの範回であり，そのほとんどは平世な地形をなしており，海岸線はなだらかな弧状を

示し遠浅であ•る。

マスタープランによると，生産額は5 5 年 1 兆 3, 0 0 0億円， 6 0 年代の完成時には3 兆 3, 0 0 0億円 

を見込み，同じく 6 0 年代には工業用地6, 6 7 0ヘクタール,従業員数50, 0 0 0人の規模に達するもの 

となっている。

ドけきについては現在の苦^j、牧湾とは別に，さらに西水路，中央水路，東水路の3つの掘込み式 

水路を開設することが計画.され, 完成時には取扱貨物量年間約1 億 6, 0 0 0万トン， 入湾船舶年間 

38, 0 0 0隻， 入港最大船舶は2 5万重量トン’超大型油槽船の原油荷役用のシーバースも建設するこ

とになっている’ （第1 ま〜第4 表参照)。

そして住屯地については，7かj、牧，千歳両市# i地の間に，約 3 0 万人規模の住ホ市街地を新たに 

開発するほか，工業地区の北方または来方肩辺に数方人規模の住ま >̂1す街地を数力所発するしとも

計iii]iされている。 ■

如御眺 » ん一n j OM嘯盤大学ビジネス•スク■•"ル * ケース」d侧 ^妳)。 

( 7 ) 藤枝ごきf人編, 前掲liを1 ページ， .
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関 連 工 業 を 含 む

エ チ レ ン 換 算

ガ ス 化 学 , 電 解 工 業 を 含 む

/王 延 部 門 を 含 む  

疏 政 部 門 を 念 ■ む

万 k w .

万 ト ン

万 バ ー レ ル

万 ト ン

第 2 表 用 地 ，用水，従 業 者 数 （昭和6 0 年代）

業 ■種 工業用地 淡 水 （補拾 
水） fil量 化業者数 備 考"

鉄 網

石 池 精 製  

石 油 化 学  

非 欽 金 属
アルミニウム

銅，始，亚紹 

1̂1 動 ill 
I M 速 エ 業  

fK 、 力

1,700II a

760
800
830
700
130
400

2,030
150

600 干！

100 
600 
220 
190 
30 
30 

.285 . 
15

10,000人

1,000
6,500

14,200
13.000 

1,200
8.000  

10,300

も 丄 ひ 鋼 …次加;L川地を含tl、
, 地レチ発電所ffi地 （150万kw, 60ha) 
もよひffiuill,製品備蓄川地(4001m)を む

用地は300万k、v分である。

合 計 6,670 1,850 50,000 '

第 3 表工業地区の土地利用

川 途 面 積 構成比 備 考

ふ 照 用 地  

堀込水絡用地 

道路，綠地等 

ェ 業 / り 地  

そ の 他

620lia
440

4,000
6,670

920

5%
3

32
53
7

河川，鉄道川 
地等を念む

12,650 100 うち:*iii立地 
l,620，m

第 4 表港湾施設の概要

J H 目 M 模

航 柬 6 0 0  m

，j i 央
3 0 0 1)1

幅 m 3 0 0  m

水 東 5 0 0  m

路 »い 央 5 0 0  i n

t o 西 4 5 0  m

泊 池 2 , 2 0 0 h a

防 波 塊 驢 提 1 4 f<m

水 際 線 延 枝 3 3 k m

埋 立 地 ® : 敏 1 . 6 2 0 h a

m 考

水 深 最 大  一 2 8  m

水深股★一 16 ni

水 深 約 一 i O m ま で の 水 域

■ K B Q | ^ n H n »y »m n 9H

マ
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ス タ - プ ラ ン に は ， さ ら に ， 道 路 , 鉄道 , 流 通 由 地 , M 信 施 設 ， 河 川 ， 用 水 道 ， 下 水 道 な ど の

盤 備 に '0 い て も 施 敗 を 講 ず る こ と を 明 ら か に す る と と も に ， 自 然 環 境 や 生 活 環 境 の 保 全 に つ い て 充

分 配 慮 す る も の と し と く に 最 新 の 公 害 防 除 技 術 の 拔 用 な ど 進 出 金 業 に 対 し て 強 力 な 指 軸  

一   第 1 表 業 種 別 生 産 規 模 • 生 ま 額

業 種
生 産 規 模

単 位 -

生 産 額 （億 P 3 )

5 5 年 6 0 年 代 5 5 年 6 0 年 代

偷 考

1K'

聽

>1

r w . i , I I , ■
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わが国地域開発政策の-•*試論

ずることとし，公管理体制の確立を強調している。

( 2 ) 苦小牧東部開発Iこ対する苦小牧市の基本方針

北海道の第3 期開発計画ならびに苦小牧部開をのマスクープランでは，環境保全対策が明らか
(8 )

でないとして，苦小牧市では独まの「苦小牧束部開発に関する市の基本方針J を策定し，市議会の 

譲決を得て（4 8年 1 1月） 小牧市住民の基本的態度が決定された。

これより先， 北海道開発庁と北游道庁は48 /ギュ6 月 に f苦小牧東部大規模工業基地開発計画に係 

る環境保全についてJ と题する環境行政の基本的な考え方を発表した。 このなかで苦小牧ilX部開発 

にあたっては，鹿島地域その他の先進地域のコンビナー卜にみられるような公言の発生などの事態 

を招かないよう，あくまで環境の保全を前提とし，その確保に必要な諸施饿を事前に策定すること, 

そして，これを確実に実行していくことを明らかにしている。なかでも汚染物質に対する総量規制 

を前提とした環境アセ’スメントが正式に収りあげられ，計画による汚染濃度の数値が公表された。

しかしながら，政府の環境庁はこのアセスメントに対し難色を示し開発用地に隣接する苦小牧 

市勇払地区住民の巢団移転の必、要性を主張したことが契機となり，地域住民の東部開発に対する反 

対運励を弓Iき起すことになっすこ。 この反対;運動は開発行政のあり方自体にまで広がる傾向を見せ， 

開発行政の転換を求めるとともに，その主導権を国ベースから地元ベースへ移管させ，最終的には 

苦小牧市当局の手で市独自の開発計画を策定せざるを得なくなった。苦小牧市の基本方針は当初か 

ら存在していたのではなく，このような環境問題をめぐる新たな住民意識を反映させるものとして 

登場してきたものである。

との基本方針の概要はつぎの通りである。

a； 立地企業 •

企業立地の可否は地元自治体が決定する。公言発生の恐れがある資源第1 次処理型の重化学エ 

業はできるだけ避け，自動車工業，造船業，機械工業，石池精製業, 石油化学工業，その他知 

識藥約度の高い2 次， 3 次加工業などを主体とする。

第6 表 第 1 段階の立地想定（昭和5 3年）

業 髓 生 産 想 換 利用面糖 従業者数 工業:生産額

自 動 1}£ 180 千台/年
ha

100
. 人 

6, 000
億円/年

900

石 油 精 製 3 0 0千パ一 レル/日 210 500 1,300

石 油 化 学 400 千トン/年 210 1,700 1,400

機械，その他 - 220 2, 400 700

m ' 力 350 千kw 40 100 一

合 計 ■ —— 780 10, 700 4. 300

注（8 ) 藤枝省人編，前 ペ ー ジ 。
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b . 工業地帯の形成

約 1 万へクタールのうち，約牛分を緑地，道路などの用地に，残りの半分を工業用地とする。

C . 企業の段階立地

企業立地は環境保全の立場から，段階的におこなう。各段階での環境状態を科学的手法によっ 

て再評価し，壞境を保全できる見通しがなければつぎの段階には進めない。第 1 段階の工業立 

地は旧和5 3 年を目標にする。

d. 環境保全

汚染物質の総量規制をおこなうほか，環境の3jT前予測について将来とも慎重な見直し☆ し，常 

に地域住民の生活環境を保全する。

e . その他

炎害防止，自然保護，ニュータウンの形成，地場産業の振興，農漁業対策，地価対策，交通対 

策などを充樊する。 ‘

この墓本方針は，その後関係市町，北海道庁，政府の了;/?: (49年1 月) 'を得て，-ざ小牧東部開発の 

正式計画となった。

J

_
_
__
_

_

_i

(3) 苦小敗東部開発の環境アセスメント

4 7 年 1 2 月に，北海道庁はかねてから作業を進めてきた苦小牧東部大規模工業基地開発計iai環境 

アセスメントを発表した。これは，公害-防止，環境保全の具体的諸基準を定めたものでちったが，

廣1境庁はそれらの諸基準に問題のあることを指摘し，とくに工業基地に隣接する苦小牧市勇払地区 

と沼ノ端地区住民の後団够転問題がクローズアップした。これらの地区住民の移転反対r 直面した 

北海道庁は，環境庁が主張していた住民の集団移転案に代るものとして， 当初の6 0 年構想にもり 

込まれていた鉄鋼* 地の留保案を受け入れることになった。 ■
(9 )

その後，この環境アセスメントの内容は4 8 年 1 2 月と，49年 8 月に改訂されている。改訂内容は, 

汚染物質の許容排山量についてのiiL直しが主なものであり，その概要はつぎの通りである。

a. ニ 酸 化 い お う . ‘

現在の客小牧工業地区 

48律度末緋出量& m  2, 550 NmVh 

53年度末挑出量（予測） も800N m 3/h 

" '， 13 標 値 1 ,600  Nm^h 

を小牧束部liH発地区 *

53ザ俊末排出S i l l標 値 530Nm3/h

注（9 ) 藤はあ人前掲moページ，

12Q{244)
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わが国地域開発政策の一試論 

わ. ニ酸化皇素（因定発生源） ，

現在の苦小牧工業地区 

48年度末排出量（爽績） 1 , ISONmVh 

53年度ま挑出量（予測） l ,8 3 0 N m ソh 

>， /， 目標値 700 NmVh

苦小牧東部開発地区 

53年度末P 出 量 目 標 値 280NmVh  

C. 水質汚淘防止

. COD (化学的酸素要求量) 負荷量については5 3 年度に3 ,1 8 0 キログラム（日量）にする。 

d, 産業廃棄物処理計画

53年度発生量を2 2 万 2, 0 0 0 トン（年間）と予測し必要処理量を1 9 万トン（年間）としてい 

る。

(4) 企業の進出計画

以上のように環境アセスメソ トの見直しがされるなかで，企業の進出評画はどのように具体化さ 

れてきたか。これは- 小牧東部開発プロジ:n クトの具体的性格を決定するものであるだけに，とく 

に注し̂ されるところでちる。 ■

この開発プロジエクトが発まされた当初から現在までの期間に，進！l i希望を爱明した企業は，石 

仙精製業9 社，石油化学工業1 8社，非鉄金属業1 0社, 、自励車製造業1 社である。

このなかには，アメリカのダゥケミ力ル社のように，日本のソ一ダ業界に大きなショックを与免 

たような，外国の多国籍企業の進出計画も明らかになりつつある。

石油精製業各社が希望する生規模を単純に合計すると， 6 0 年構想の基本計画案の生産規模の 

3. 4 倍 （用地は2. 7 倍）を必要とするととになる。

さらにこれを5 3 年構想案に対比すると， 1 0 倍以上の規模になることがわかる。

また，石油化学工業各社が希望する生産規模の合計値は，60年構想案に比して4 . 3 倍 （用地は4.1  

倍）になっている。これを5 3 年構想案と対比すると， 1 7 倍というきわめて過大な规摸に達してい 

るのである（第0 表参照)。 '

•■■ち小政東部大規模工業基地の性格は，石油系のコソピナート力';中心となっていることを考慮すれ 

ぱ，これら進出希望を表明している各企業が独IIIの生産計画にもどづいで，規模の経済性をあげる 

ベく大型iの設備投資を提示していることは现f好できなくもないが，地域開発構想i 体の変化のなか 

で，これら進出着望会社がどのように対処しようとするか，については，何ら具体的対•策もIWらか 

になっていないのが现状である。
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進出希望企業名

石.

m

出 光 M 産

共 m 石 油

丸 盖 石 m
大 協 石 m
ゼネラ ルそY ifili
極 束 石 ?iij
ニ-. 菱 石 油
昭 和 お 油
来 亜 燃 料

進出希 
望表明

製

石

油

化

合 計 ⑦

基本計画案②

46 .7

46 .7

46 .8

47 .5
4 7 .8  
48 .1  
48 .4

出光石油化学 

新大協和石油化学 

丸善お油化学 

三弁グル一プ 

三 菱 油 化  

三 菱 化 成  

住 友 化 学  

柬燃イ：Hili化学 

山腸石油化学

な 計 ①

基本計画索②

46 .7
48 .2
48 .3
48 .4
48 .5
48 .6
48 .6
48 .6
48 .7

46 .9

4 6 ,12

「三旧学会雑.誌」68卷 3 号 (1975年3 ；̂ ) 

第 6 表苦小牧ま部企業進出希望ー資

規模

§

 

S

か
が

？

.

5

如
如

330

380

264

^̂ 00以上

330
300
270

340

100

3 .4

柳 

§

 

§

 

W §

 

..g 

ゆ
‘

g

 

§

 

1

-

680

160

4 ,3

銅 24 
紹 6 
亚多ざ} 15 
赚 102 
アルミ35

2,074

760

2 .7

用水 
(千nf/Fり

60

50

170

100

1 .7

I f f
§

 

i

 

§
 

§
§

3,450

1,000

3 .5

建設費
(億円)

1,500  
〜1,600  
1,200 
〜1,300 
1,200

1.400
1；000
1.400 
1,500

(»«和48ギ；) クぜホ日現在）

逸出予 
定時期 倘 考

60年完成 

52年15〜20, 58年以
Pホ20万バーレル/日

共同投資 
建設費には;TJ地収 
得費を含む 
59ギ完成 

56年完成

檢討中

3,536

800

4 ,1

130

330
il95.

600

i
’

i
§

i
§

§
i

 

i

3
 

2
 

3

-

5
 

3
 

2
 

3

26,800

6,500

4 .1

1,100

5 ,000

i
’

l
§

§
i
§

i
i
§

3

3

2

6

3

3

2

0

^

4

^

5,755

52

(注） ル= で^ ^ ゴム. -  
プ : アは，いすず[■•(ポが米IIG M と撒舆して南アジア向け輸出ffiのための- 贯飢立工場の建Pね,希望

か)はか，打診，調のあった企業は石ifil，化学I巧速工業では（jホゼ オ ン H 本触媒化学 

f た， 日ソ経済要会かチュメ ニ/S(油の輸入揚げ地としてわj、牧i花を衍定 °
(昭48 *10-15 r北海道ほめ研究J あ574>より） 。

^•/小牧柬部開炎をめぐる環境条件は当初よりはきわめて破しくなってきている。進出企業のメリ 

ットも風i i 的には期待できないように み られるが，長期的観スサからみればこの地域に立地するこ と 

は，ま大なメリットを獲得できるというのが進11{企業にみられる一致した考え方のようである。

しかしながら，地域開発は地城のr総合的」開発を'志向するものでなければな .らないから，立地 

を希望する各'企業が，すf態の変化に即して進出計画の具体的め容を示し, 企藥独 ^ の立場から地城 

のIIH発にどのように貢献することができるかを明らかにすぺきである。 -
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わがs 地域開発政策の一試論

， 〔3 〕 地域開発の評価基準

地域開発は，その目的がきわめて多様であるという特徴をもっ。しかも地域開発の与える影響も 

決して小さくないために，開発計画を作成する段陪で充分な効果分析をすることが最もIE要なこと 

といわなければならない。

開発の多目的性を前提とした場合，開発の成果にっいての効果分析はどのようにして行なうのが 

適切であるか，そのための実用的な方法にはどのようなものがある力、。以上の課題にっいて，さし 

あたってその基本的な考え方を概観しておこう。

(1) 費用便益分析と費用有効度分析

費用便益分析は，一般に，公共投資の効果分析と，評価に適用される方法として知られている。

この方法における最大の特徴は，民間部門で用いられる「収益J 概念に代えて，「便益」概念を 

採用する点にある。そこでこの方法が現実性をもっかどうかは，具体的使益として何を取りあげる 

かに，かかっているといえるであろう。具体的便益とは元来，自発的支払い（willingness to pay) を 

基本的前提として評価された貨幣価値として捉えられている。自発的支払は市場で顕示されるもの 

ではないだけに，客観性を欠くという難点をともなう。

このように使益評価には恣意的判断をともなうのみならず，地域開発のようにきわめて多面的な 

侧面を有するものに対して，便益を的確に捉えることができるかどうかは，多くの論議をよぶ問題 

である。 しかし先に概観した如く , 現実にわが国の各地で大規模な工業基地の建設が計画され， 

あるいは進められっっある段階で, 費用便益志向に代る有効なものが存在しない現状では，この方 

法の長所を生かす努力をすることが望まれる。

っぎに，費用有効度分析をとg 及しておこう。この方法は効果を貨幣価値で捉えるのではなく，そ 

れ以外の計量的尺度であらわす点に特徴がある。したがって，費用便益分析よりもこの方法がより 

広い適用範匪をもっということができよう。貧幣価値以外の物量的尺度を採用することによる問題 

は，特定のプログラムないしプロジ: クトの効果をより明示的に示すことがやきても,効果が多面 

的要素をもっ場合には，それらを総合することが困難になることである。

費用使益分析ないし費用有効度分析は，公共的性格の张い分野における投資効果の測定方法とし 

て有用であるだけでなく，民間の企業活励を社会的に評価するときの甚傘としても，今後重視され 

るべきであろう。

とくに地域開発行政にあっては, たんに公的部門の効果分析のみならず，進出企業に対する許認 

可の条件として，これらの方法を活用しうる分野も少なくないといえるであろう。

 ------- 129 ( ,2 4 7 )-------
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t2) 評 価 基 準

贺用便益分析（有効度）を採用するときの問題は評価基準に関するもので多) る。 ‘

一般にこれらの評価2S準として，便益費用比率，内部収益率，純現在価値などがあるが，いずれ 

め基取を優先させるかは，充分な検討を必要としよう。

ここでは評価基準に関する甚本的な問題，すなわち，公典性の強い大型投資プロジェクトがもた 

らす将来時点を含めた便益（有効度》ないし費用の発生を，どのように評価するかという問題を，検 

討しておこう。

投資プロジZCクトが與時点間にわたって便益と費用を発生させるのは通常である。時点の相違を 

者慮する方法として，割引率という概念が存在する。

投資を開始するのは，現在時点であるとすれば， 投資額と比絞すべき将来時点で発生する使益 

(有効度）は，何らかの方法で現在価値に換算しなけれぱならない。そこに用いられる換算率が割引 

率である。 ‘

割引率には民問企業が営利目的としておこなう投資を対象とする場合と，公共部門がおこなう社 

会的あるいは公共性の高い投資を対象とする場合とでは，その内容は異なると解さなければならな

ぃ。

地域開発についての投資プロジュクトが複雑多岐にわたることはいうまでもないが，これらの開

発は社会的な観点に立脚して評価されるぺきであるから，割引率の概念も社会的割弓I率としての性

格を附与するのが妥当であろう。

一般に社会的割引率には，社会的時間選好率と社会的機会费用率の2 種類がある。
(1 0 ) -

a . 社会的時間選好率（social time preference rate)

これは異時点問における同一の消費に対して，社会全体として与える相対的な評価を示す比举で

あり，社会が全体として現在の消費を節約し将来の消費を増加させる，I辰界代替率をあらわしてい

る。この考え方は将来価値を現在価値に換算するという，割引率本来の思想に根ざしている。
(1 1)

b . 社会的機会費用率(social opportunity cost rate) ， 

これは主として公的プロジX クトに投ぜられる資金が他の用途に投じられる場合に，生み出す社

会的使益に対する評価，すなわち，社会全体として儀牲になぅた投資機会の収益卒と定義される。 

この考え方は社会的機会費用率として何を採用するかによって具体的対あは変る力' ; , 割 '11率の評価 

塞準として社会的時問逃好率よりも，現実適用性をもつものと考えられている。

注（10) I'̂ cldstGin, M.S., "The Social Time Preference Discount Rato in Cost-BenGlit Analysis/^ Economic Jm rn a l, June, 
1961

Marglin, S. A., "The Social Rate of Discount and tho Optimal Ilatc of Investment/^ Quarterly Journal o f  
Kconomics, March, 1963,

(n )  Krutilla, J ‘ V. and Eckstein, 0 ., Mnlliple Purpose R iver Development, Johns Hopkins Press, 1958.
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わが国地域開発政策の，一試論 

しかしながら，上記2 つの基準のいずれにしても，その値を具体的に計測することは少なからず 

‘困難を伴うであろう。

社会的時間選好率については，個々人の異時点間の価値体系を社会全体として統合する必要があ 

.るが，これはきわめて困難である。
(12)

、また社会的機会費用率 に̂はつぎのような問題がある。

①その公共的投資によってなにが银牲になるかを明らかにする必要がある。

②民間部門において®!牲が発生するならば，その資金の調達方法はどのようなものか，さらに 

民問部門の犧牲を具体的に把握する必要がある。

③公共的投資の危険，不確実性と，民間部門のそれらとの相違はどう捉えるべき力と

④インフレの影響をどう考える力、。

■ ⑤民間部門における® 資は，概して短期的な期間を前提にするが，公共的投資は概して張期的 

期間を考慮しなければならず，その相違を如何に考えるか。

といった問題がそれでもる。

( 3 ) 具体的適用策

以上のように，公共的性格の强い地域開発投資の評価方法には多くの諸問題が存在しているが，
(13)

すでにアメリカ，イギリスなどの諸外■ においては，具体的適用例が数多く発まされている。

なかでも社会的機会費用率を中心とした適用例として， 「アメリ力連邦議会経清合同委員会政府 

の経済性に関する小委員会」の報告書は，①民問投資の機会収益率，②税金の機会費用卒，③政府 

借入金の機会費用率を列挙し，それらの優劣を検討し，提言■をおこなっている。その内容は概ねつ 

ぎの通りである。

① 費 用 ，便益の推計において，危険ないし不確実性について適切な処理がされているプロジ:C 

クトは，危臉最小利'子 率 （ininhnuni:risk base interest r a t e )を基準として割引くこと。

② 費 用 ，便益の推計において，危臉ないし不確庚性に対して何らの考慮が払われていない場合 

には，.基準となる割弓I率にそれらの考慮を含めること。この場合の割引率は，資本市場におけ 

る民間資金の機会費用を採用すべきこと。

注( 1 2 ! )これは，rアメリカ迪邦議会経济fHRM'貝会政府の経济性にほIする小を員会」において，ュクスタインが証言した内 

容である。

(13) アメリカ逃邦会計校查院r将来評画の評価に際しての述邦各tr庁による割引率の利州实態調查J1S6坪 。

(The Comptroller General of tho U. S., Survey of Use by Federal Agencies of the Discounting Techniquo in 
Evaluating Future Programs： Report to Joint Economic Committee of the United States, General Accounting 

Office, 1968)
大統fifl水資淑委貝会r水资源およびliy速土地資源l)H究利；Ij計画の作成，評制，挽計に旧する力法，巡準および手統J 

Ch院文IU97 号）196拖 。 ， .
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費用使益（有巧度）分析を具体的に適応するには以上の評flfli基準以外に，便益の範と内容をどう 

捉える力、，費用には何を含めるべきかといった基本的問題に対する解決が必要であることはいうま 

でもない。

それは個別具体的な事例に即して解決することが，最も妥当な方法と考えられよう。

〔4 〕 結びにかえて

新全総が制定されて以来，地域開発の具体化が進んでいるのは苦小牧東部地域であるが，環境丁 

セスメントを中心とした開発の再検射がされるようになったのは，最近のことである。すなわち， 

環境庁は4 9 年 9 月に入って全国環境調查結果を公表し，環境保全対策の強化をうち出したことに 

より，新全総の再検討が余儀なくされるようになった。

これは，地域の経済開発と環境保全はどのように調和をとるべきである力、，という地域開発の基 

本的姿勢に対する究明を意味するものであった。 '

ただ単なる抽象的表現では何も解決したことにはならない。環境保全は自然をそのままで保全す 

ることを，必ずしも意味しない。地域開発の必要性は改めて指摘するまでもない。かくて真の問題 

は，み問の生活環境を維持あるいは改善するために，地域の望ましい経済開発を考え，それを具体 

化することでなけれぱならない。

この小論で取りあげた事例についてその間題を考えるならば，以下のような諸点が指摘できるで 

あろぅ。

(】）苦小牧東部開発の主導権は実質的(こどこに帰属ナるか

総面積1 万へクタールという，大規模な地域開発プロジェクトを推進する最高意思決定機関とし 

て， 小牧東部大規模工業基地開発連絡協議会J (九者速という）が設置されている。

その構成メンバーは，北海道開発庁，北海道庁，関係5 市町（割 、牧市，千歳市,その他3 町)，オ
(14)

小牧東部開発会社，苦小牧港管理組合からなっている。これらは苦小牧)T部地域に直接利害をもっ-

閲係者である。しかし，この九者速の主導権をもつのはだれか，という点は必ずしも明らかではな 

い。卵発計西jの手直しをさせたことからみれぱ，-どf小牧市当局が実質的な権限をもっとも解釈でき

:一と主変業務つぎめ通り，注ひ4) 小枚iK部lifj究会社は，いわゆる第3 セクタ一として設立された枕式会社で，構成メ
である，

採主I細比
公ず/;機旧5 0 % 金融機関2 8 . 9 % 商社 1 1 % 地元企業1 0 % その他0.1% 

主要菜務
(ィ〉土地の収得，造成，分讓および想！

(P) 09発を促進するに必3?な施設の建設と货M 
H 公典綠地の維持，公-共臨港鉄迫の迎哲 
(ニ）その他いっさいの付带ijf業

13 2 (25の
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るが，もともと北海道開発の第3 期計の一 K であるという，ナショナル，プロジ:n クトとしての 

'性格もあると考えるならぱ，主導権は北海道開発庁あるいは北海道fTにあるともいえよう。

53年構想の具体化は目前に迫っているのであるから，主導権とその責任の所在を明確にすること
(15) ’

が必要である。-

( 2 ) 苦小牧東部開発の便益と費用

苦小牧東部地城の開発に直接関速をもつ利言集団は，地元住民，地元商工業者, 激民，現在の'S' 

小牧鴨海工業地帯の企業，進出企業， 2 市 3 町の地元自治体である。そして開発の執行後関として 

苦小牧東部開発会社があり，北海道庁と政府の北海道開発庁が監督TT庁として存在している。

公言防止，環境保全対策として地元住民への配慮は，他の開発地域に比べて十分になされている 

力' ; , 総量規制をめぐる具体的方法の如何によっては，公ぎ防止費用が増加することが予想される0

また激民対策として間題となる漁業補償については，現在苦小牧港湾管理組合が提示した補傅額 

40億円をめぐって，関連'激業協同組合（5 組合）との問に折衝が続けられている。

漁業協同組合にとっては，これは沖出し5 キロメートル，海岸線3 3 キロ メートルの範 囲 （総面積 

約14,600ヘクタール）の漁業権消減を前提としたものであるだけ，交渉が慎重に続けられている。こ 

れらの補償費用はすべて受益者負担として進出企業への用地鬼却額に含められることになっている 

から，進出企業の負担額は公® 防止対策費を含めると大幅な増加を余儀なくされるであろう。

それに対して，大規模工業基地を中心とした開発がもたらす便益はどのようなものであろうか。

これには直接的便益と間接的便益とが考えられよう。

直接的便益は® 用労働者の所得や企業が支払う地方税をはじめ，地元企業へめ資材その他の発注 

量の増加によろ所得増加などが考えられる。間接的便益としては，大規模工業開発を中心とした関 

連産業，とくに内陸型産業のま成を重点施策とすれば，これらの産業の誘致による産業連関効果は, 

かなり明確に捉えることができるように思われる。

このほか地域開発にかかわる利言者策回に対する，直接，間接の効果をできるだけ広脑囲に，検 

討するように努力すれば，便益，費用基準による開発効果を判走することが可能であり，それこそ 

が 「苦小牧方式J とよぶにふさわしいものとなるであろう。

地域開発行政として最も必要なことは，この便益，費用方式によって許認可の具体的基準を作成 

.し，それに適するように民間企業の進出計回]を修正させ，かつ誘導することでなければならない。

小牧束部開発プロジエクトが成功'^ るか召か̂は，以上の施策を九者連においてどう具体化する 

:かにかかっているのである。

注(15〉 を小!̂ 5(贞部ドfj発に隙するホの;Mi本方針J 'の 第 に は 「企 地 の は ，地元Lか冶体が決！ねするJ と明記されて

いる。しかしこれは必ずしもUfj発の主尊権を苗小牧ホが保持すもととを意味していない。

——  ̂ 1 3 3 ( 2 5 1 ) ‘

I III 1.11■園 jjMO]；.1IKIIIIWI iiiiiiiiiiii■■■I IIII nilIIIII II»mIII) I mm n  .....

I

i

■

I
>，.

K

お

I

レ

I:.
l|

I
Iif.'

I
I

Wi



:田学会雑誌」68卷 3 号 （1975イP 3 月）

くその他の主要参考文献>

( n )フランス. （m )イギリス，（IV)

〔1 〕 宫本憲一 r地域開発はこれでよいかJ 岩波書店，昭和 4 8 年。

〔2 〕 日本地城開発センター編「日本列の将来像 J 上中下，昭和 4 4 年。

〔3 〕 日本地域開発センター編•'各国の総合開発計画J 全 4 巻 （（I )西ドィッ ，

イタリア）昭和4(3年。

〔4 〕 国土総合開発蔣議会総合調整部会，大規模工業基地研究会主査土星清r遠隔地大想模工業莲地の建設構: 

(*■地域開発J 地域開発センター刊，昭和47年2 月号〉。

〔5 〕 「地域開発」（地域開発センター刊，昭和47ギ 8 月号，昭和49年2 月号、

C 6 D 宮川公男編著rp P B Sの原理と分析J 有斐閣，昭和4 4年。

け 〕 Prest, A. R, and Tiavey, R.. "Cost-Beneflt Analysis： A Survey," The Economic Journal, December., 
1965.

〔8 )  Dewhurst, R. F. J "  Business Cost-Benefit Analysis, McGraw-Hill Book Company, 1972.

〔9 〕 Dasgupta, A. K. and Pearce. D. W " Cost-Benefit A n a ly sis :，Theory mid Practice, The Macmillan Press. 
Ltd., 1972.

〔1の Mishan, E. J ., Elements of Coslr-Benefit Analysis, Unwin University' Books, 1972,

〔11〕 藤枝省人編「苦小牧東部開発事業」（A -  I ) ( A - n ) 慶應義想大学ビジネス . ス クー ル ，昭和4 9年。

〔1り 都 ® 重 人 「公害の政治経済学」岩波書店，昭和 4 7 ィ

腹應義塾大学ビジネス . スク，- ル助教授>

134(252)

rnrnmmMti

m

I
I

!

I

I

!


